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１ 平成20年における暴力団対策の主な特徴

平成20年における暴力団対策の主な特徴は、以下のとおりである。

○ 改正暴力団対策法の成立

暴力団による銃器使用事件が続発したことや、暴力団の威力を利用した資金獲得活動に関連して、依

然として国民に深刻な被害が発生していることなど、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指

定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害

賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対

する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等につい

ての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為として規制する行為

に追加すること等を内容とする暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律

案が、第169回国会に提出され、４月18日の参議院本会議、４月30日の衆議院本会議でそれぞれ原案ど

おり全会一致で可決、成立し、５月２日に公布、一部が施行され、その他の規定も８月１日に施行され

た。施行後は、市役所に対して生活保護支給を不当に要求した組員に対する中止命令の発出（大阪、８

月）や、全国一斉の賞揚禁止仮命令の発出（９月）など、的確に運用されている。

○ 国の行政機関発注の公共工事からの暴力団排除の推進

暴力団は、公共工事の入札において建設業者と談合を行う（奈良、２月検挙ほか）など、暴力団と関

係業者との間に、暴力団の威力を背景に業者が利益を得て、その見返りに暴力団が業者から資金提供を

受けるという「持ちつ持たれつ」の関係にある利権の構図がうかがわれており、公共工事は、依然、暴

力団の有力な資金源となっている。

18年12月に開催された第８回犯罪対策閣僚会議において、「公共工事からの排除対象の明確化と警察

との連携強化」及び「暴力団員等による不当介入に対する通報報告制度の導入」の二つの施策を政府と

して進めることを決定し、これを受けて、19年３月、警察庁と国土交通省は、「暴力団員等による不当

介入に対する通報報告制度」を導入し、国土交通省地方整備局等発注工事からの暴力団排除を推進して

きた。

さらに、警察庁は、同年６月、公共事業からの暴力団排除を推進するため、上記の二つの施策に関す

る通達モデル案を策定し、警察庁と発注省庁との間で個別に協議を行って、順次、制度を導入していく

こととした。これにより、20年に入ってからは、農林水産省（１月１日）、国土交通省（運輸）（４月

１日）、法務省（４月１日）、環境省（４月１日）、文部科学省（５月１日）、防衛省（６月16日）、

厚生労働省（８月１日）が発注する公共工事について、各省と警察庁との間で上記２つの施策に関する

合意書を取り交わし、運用を開始した。また、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（11月１

日）が発注する公共工事についても同様の制度を導入し、運用を開始した。

今後、暴力団資金源の遮断の徹底のため、地方公共団体の取組みをさらに進めるとともに、同様の取

組みを独立行政法人等の発注工事に拡大する予定である。(注：上記括弧内の日付は運用開始日)
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○ 金融取引からの暴力団排除の推進

近年、会社役員が有価証券の取引において偽計を用いた証券取引法違反事件（大阪、２月検挙）など

にみられるように、暴力団等反社会的勢力が証券取引等の知識を悪用して経済的不正を敢行する事例が

見受けられる。

18年11月に設置された、警察庁、金融庁、㈱東京証券取引所、㈱大阪証券取引所、㈱ジャスダック証

券取引所及び日本証券業協会で構成された証券保安連絡会においては、相互の緊密な連携の下、証券取

引等における反社会的勢力等への実効的な対応及び犯罪の抑止を図るため、「証券保安連絡会実務者会

議」（以下、「実務者会議」という。）を設置し、19年７月に「証券取引及び証券市場からの反社会的

勢力の排除について」（実務者会議中間報告）を取りまとめた後、引き続き証券版「不当要求情報管理

機関」の具体的な設計等についての検討が行われてきたところ、20年５月、実務者会議が「証券取引お

よび証券市場からの反社会的勢力の排除について」（実務者会議第二次中間報告）を取りまとめた。

証券保安連絡会においては、実務者会議の中間報告の内容を踏まえ、今後、株券電子化への対応及び

証券版「不当要求情報管理機関」の設置に向けた対策を図るとともに、地域における警察当局との連絡

・連携強化を図るために設置している「証券警察連絡協議会」について、活動の活性化を図っていくこ

としている。

さらに、全国銀行協会では、反社会的勢力介入排除対策協議会（20年５月設置：全国銀行協会、預金

保険機構、金融庁及び警察庁で構成）での検討を経て、11月、会員銀行及び各地銀行協会に対し、暴力

団排除条項の導入等による融資取引からの排除や、警察等の外部専門機関との連携について通達した。

これらを受けて、警察庁においては、反社会的勢力介入排除の実効を期すため、反社会的勢力情報に関

するデータベースの構築及び融資取引以外の取引からの排除に向けた検討の支援等を行っていくことと

した。

○ 行政対象暴力対策の推進

警察では、暴力団等による行政対象暴力に関し、暴力団の資金源の封圧及び行政の健全性、公正性確

保の観点から、実態把握の徹底、行政機関との連携強化、取締り強化を柱とする諸対策を推進している

ところである。また、生活保護の受給や公営住宅の居住について、各都道府県警察と関係行政機関とが

連携を強化し、暴力団排除等を推進してきたところである。

しかしながら、暴力団員が市役所から生活保護として約２億円を不正に受給していた事件（北海道、

２月検挙）のように、依然、暴力団員が行政機関に対して不当な要求を行っており、これに対する行政

の組織的な対応が不十分であった事例もあることから、警察としては、行政機関との連携を強化して、

改正暴力団対策法により設けられた、行政庁に対する暴力的要求行為が行われた場合の行政命令の発出

や厳正な取締りを行うなど、行政対象暴力対策を一層推進していく必要がある。
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２ 暴力団情勢

(1) 暴力団構成員等の状況

暴力団構成員及び準構成員（以下「暴力団構成員等」という。）の数は、平成20年末現在約82,600人

で、前年に比べ約1,600人減少した。うち、暴力団構成員の数は約40,400人で、前年に比べ約500人減少

し、準構成員の数は約42,200人で、前年に比べ約1,100人減少した。

また、主要３団体の暴力団構成員等の数は約60,000人（全暴力団構成員等の72.6％）で、このうち暴

力団構成員の数は約31,100人（全暴力団構成員の77.0％）であり、主要３団体による寡占状態には変わ

りがないといえる。

中でも六代目山口組は、前年に比べ暴力団構成員等の数は減少しているものの、依然として一極集中

の状態が顕著であるといえ、全暴力団構成員等の数の46.0％（うち構成員については全暴力団構成員の

50.0％）を占めている。

図表１－１ 暴力団構成員等の推移

図表１－２ 主要３団体の暴力団構成員等の比較

※ 本章における暴力団構成員等の数は概数であり、増減及び構成比は概数上のものである。
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(2) 主要暴力団の動向

ア 六代目山口組の動向

(ｱ) 組織動向

六代目山口組は、六代目組長が収監された17年12月以降、組織のナンバー２を中心に組織運営がな

されている状況にあり、対内的には現体制への求心力の醸成強化を図る一方、対外的には他団体に対

する勢力の誇示を依然行っている。

20年中の主要な動向は、次のとおりである。

(ｲ) 新年会の開催

１月、山口組総本部事務所において、六代目組長の誕生祝いを兼ねた新年会を開催し、いわゆる

「親戚団体」である指定暴力団五代目共政会等全国８つの指定暴力団等の代表者等の参加を得るな

ど、全国に山口組の勢力を誇示した。

(ｳ) 住吉会との対立抗争事件の発生

３月から４月にかけて、埼玉県内において、山口組傘下組織関係者が刺殺されたことを発端に、

住吉会傘下組織幹部に対するけん銃使用の殺人事件が発生するなど、対立抗争事件に発展した。

(ｴ) 組員の大量処分

10月中、短期間のうちに８人の二次組織の長に絶縁や除籍の処分を下して排除した。

(ｵ) 納会の開催

12月、山口組総本部事務所において、納会を開催した。

イ 住吉会の動向

(ｱ) 組織動向

住吉会は、山口組に次ぐ勢力を有し、関東を中心に強固な地盤を持つ団体であるが、関東の博徒

系暴力団で構成される親睦団体に加入するなど、関東の他の暴力団とは比較的良好な関係にある。

他方、山口組とは、同親睦団体の中では、唯一親戚縁組等の関係を持たず一定の距離を置いてい

ることから、同組の関東進出が進む中、同組傘下組織との間で対立抗争事件が散発するなど緊張関

係にある。

このような状況下、３月には埼玉県内で同組傘下組織との間で対立抗争事件が発生し、現在は一

応の終結を見ているものの、山口組との緊張関係は依然として続いており、今後の動向が注目され

る。

(ｲ) 使用者責任追及訴訟の和解

総裁らは、傘下組員が千葉県下において韓国人留学生を射殺した事件(13年発生)に関して、遺族

側から使用者責任を含む損害賠償請求がなされていたが、４月21日、総裁らは遺族側に遺憾の意を

示し、再発防止に努めるなどの条件により和解した。また、総裁らは、同様の損害賠償請求を受け

ていた群馬県前橋市内スナック店内けん銃使用殺人事件(15年発生)においては、前記条件の他、使

用者責任を認め和解に応じた。
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ウ 稲川会の動向

(ｱ) 組織動向

稲川会は、19年12月末、総裁が死亡したが、四代目会長の下に、外見上、安定した組織運営を行

い、山口組等他団体との関係維持を図っているとみられる。

こうした中、有力二次組織の人事異動が行われるなど、主要幹部らの体制固めを意図したものと

も取れる動きが目立っており、今後の組織改編に向けた内部の権力関係が注目される。

また、年末になって東京都港区六本木に所在する総本部事務所の移転に向けた動きが表面化し、

その移転先が問題となっている。

(ｲ) 使用者責任追及訴訟の和解

総裁（故人）らは、傘下組員が神奈川県下において男性を暴行し死亡させた傷害致死事件（15年

発生）に関して、遺族側から使用者責任を含む損害賠償請求がなされていたが、12月16日、総裁ら

の使用者責任を認める中間判決を受け、総裁らは、威力を示した利益獲得活動の責任を認め、遺族

側に陳謝し再発防止に努めるなどの条件により和解した。
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３ 暴力団犯罪の検挙状況

(1) 全般的検挙状況

平成20年における暴力団構成員等の検挙人員は26,064人で、前年に比べ1,105人減少している。この

うち構成員の検挙人員は7,197人で、前年に比べ569人減少し、準構成員の検挙人員は18,867人で、前年

に比べ536人減少している（図表２－１、２）。

暴力団構成員等の検挙人員を刑法犯、特別法犯別にみると、刑法犯は16,242人で、前年に比べ379人

減少し、特別法犯は9,822人で、前年に比べ726人減少している（図表２－１）。

また、暴力団構成員等の検挙人員を罪種別にみると、覚せい剤取締法違反が5,735人（構成比22.0

％）と最も多く、次いで傷害が3,219人（同12.4％）、窃盗が3,028人（同11.6％）、恐喝が2,013人

（同7.7％）、詐欺が1,846人（同7.1％）の順になっている（図表２－１）。

また、暴力団構成員等の検挙件数は56,612件で、前年に比べ912件減少している（図表２－３）。

(2) 主要３団体に係る犯罪の検挙状況

20年における主要３団体の暴力団構成員等の検挙人員は21,636人、うち暴力団構成員の検挙人員は5,

785人で、それぞれ総検挙人員の約８割を占めている（図表２－４、５）。

図表２－４ 山口組、住吉会及び稲川会の暴力団構成員等の検挙人員の推移

図表２－５ 山口組、住吉会及び稲川会の暴力団構成員の検挙人員の推移



図表２－１　暴力団構成員及び準構成員の罪種別検挙人員の推移

310 258 183 188 220 32
727 696 593 541 534 -7
61 42 40 22 44 22
137 114 103 103 94 -9
92 39 31 14 13 -1

刑 1,233 1,297 1,376 1,210 1,235 25
4,319 3,972 3,881 3,580 3,219 -361
487 543 612 545 625 80

2,808 2,619 2,523 2,175 2,013 -162
3,265 3,198 3,139 3,050 3,028 -22
1,821 1,712 1,785 1,743 1,846 103
108 86 97 83 99 16

法 323 243 309 308 353 45
837 845 685 648 639 -9
128 202 197 157 197 40
569 525 488 518 457 -61

うち競売等妨害 98 57 22 72 51 -21
69 61 84 72 47 -25
3 16 8 2 5 3

犯 414 336 299 276 239 -37
102 88 63 83 62 -21
637 642 631 535 547 12
126 71 82 47 22 -25
896 1,024 807 721 704 -17

19,472 18,629 18,016 16,621 16,242 -379
42 85 63 69 111 42
293 238 288 316 234 -82
7 6 2 10 5 -5

215 342 244 218 190 -28
特 21 14 5 10 10 0

81 93 66 58 48 -10
186 59 48 48 41 -7
55 41 47 27 36 9
0 0 0 0 5 5

435 412 503 629 516 -113
99 117 106 107 97 -10
267 273 182 143 110 -33

別 204 107 122 126 123 -3
160 90 93 115 126 11
129 72 96 125 130 5
8 4 3 3 1 -2
34 38 33 18 28 10
597 440 566 428 416 -12
4 6 1 4 4 0

170 173 141 130 119 -11
法 0 0 0 1 0 -1

530 602 736 664 843 179
5,412 6,810 6,043 6,319 5,735 -584
211 185 189 184 155 -29
181 199 225 192 145 -47
4 5 9 18 9 -9
57 28 26 19 20 1
2 0 4 0 2 2

犯 6 12 19 7 16 9
3 5 4 9 8 -1
19 44 34 45 79 34
421 497 503 506 460 -46

9,853 10,997 10,401 10,548 9,822 -726
29,325 29,626 28,417 27,169 26,064 -1,105
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前年比
                  年次
罪種名

平成１６年平成１７年平成１８年平成１９年平成２０年

横 領

殺 人
強 盗
放 火
強 姦
凶 器 準 備 集 合
暴 行
傷 害
脅 迫
恐 喝
窃 盗
詐 欺

刑 法 犯 合 計

文 書 偽 造
賭 博
わ い せ つ 物 頒 布 等
公 務 執 行 妨 害

犯 人 蔵 匿
証 人 威 迫
逮 捕 監 禁
信用毀損・威力業務妨害

器 物 損 壊
暴 力 行 為
そ の 他 刑 法 犯

売 春 防 止 法

出入国管理・難民認定法

軽 犯 罪 法
め い て い 者 規 制 法
迷 惑 防 止 条 例
暴 力 団 対 策 法
自 転 車 競 技 法
競 馬 法
モーターボート競走法

小 型 自 動 車 競 走 法
風 営 適 正 化 法
青少年保護育成条例

毒 劇 物 法

児 童 福 祉 法
出 資 法
貸 金 業 法
宅 地 建 物 取 引 業 法
建 設 業 法
銃 刀 法
火 薬 類 取 締 法
麻 薬 等 取 締 法
あ へ ん 法
大 麻 取 締 法
覚 せ い 剤 取 締 法

麻 薬 等 特 例 法
そ の 他 の 特 別 法 犯
特 別 法 犯 合 計

総 計

廃 棄 物 処 理 法
労 働 基 準 法
職 業 安 定 法
健 康 保 険 法
労 働 者 派 遣 事 業 法
旅 券 法



図表２－２　暴力団構成員の罪種別検挙人員の推移

156 108 77 97 106 9
189 177 163 163 138 -25
16 12 12 4 11 7
33 24 23 24 13 -11
16 26 15 11 9 -2

刑 446 446 476 404 411 7
1,539 1,436 1,450 1,305 1,071 -234
236 275 322 273 309 36

1,358 1,232 1,197 1,005 1,006 1
739 658 634 610 617 7
483 485 540 510 518 8
31 24 26 20 30 10

法 111 100 111 83 113 30
90 97 66 107 107 0
8 15 8 12 22 10

180 135 137 121 114 -7
うち競売等妨害 36 25 5 4 4 0

33 27 46 31 19 -12
3 10 5 2 3 1

犯 182 165 115 136 103 -33
36 27 29 33 27 -6
198 209 230 169 157 -12
75 31 52 20 13 -7
303 324 253 228 204 -24

6,461 6,043 5,987 5,368 5,121 -247
5 11 4 1 1 0

142 127 138 139 104 -35
2 2 1 5 0 -5
80 81 71 74 44 -30

特 21 13 4 10 9 -1
34 48 23 28 25 -3
36 9 2 13 16 3
22 9 16 9 9 0
0 0 0 0 0 0
24 46 36 42 42 0
30 26 36 38 20 -18
27 37 19 12 7 -5

別 71 23 35 36 34 -2
46 35 29 23 36 13
53 29 39 46 50 4
1 1 0 0 0 0
4 8 6 1 7 6

249 164 217 155 151 -4
1 3 1 2 2 0
38 35 17 26 31 5

法 0 0 0 0 0 0
76 67 97 86 103 17

1,514 1,688 1,445 1,403 1,181 -222
34 38 23 22 13 -9
54 31 74 50 28 -22
1 2 4 12 2 -10
24 14 9 5 2 -3
1 0 1 0 0 0

犯 4 8 5 6 6 0
2 1 3 7 5 -2
9 21 12 25 22 -3

114 105 117 122 126 4
2,719 2,682 2,484 2,398 2,076 -322
9,180 8,725 8,471 7,766 7,197 -569

- 8 -

前年比
               年次
罪種名
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軽 犯 罪 法
め い て い 者 規 制 法
迷 惑 防 止 条 例
暴 力 団 対 策 法
自 転 車 競 技 法
競 馬 法
モーターボート競走法

小 型 自 動 車 競 走 法
風 営 適 正 化 法
青少年保護育成条例

毒 劇 物 法

児 童 福 祉 法
出 資 法
貸 金 業 法
宅 地 建 物 取 引 業 法
建 設 業 法
銃 刀 法
火 薬 類 取 締 法
麻 薬 等 取 締 法
あ へ ん 法
大 麻 取 締 法
覚 せ い 剤 取 締 法

麻 薬 等 特 例 法
そ の 他 の 特 別 法 犯
特 別 法 犯 合 計

総 計

廃 棄 物 処 理 法
労 働 基 準 法
職 業 安 定 法
健 康 保 険 法
労 働 者 派 遣 事 業 法
旅 券 法



図表２－３　暴力団構成員及び準構成員の罪種別検挙件数の推移

173 146 126 130 125 -5
413 413 440 411 388 -23
38 34 52 45 45 0
99 110 108 127 95 -32
11 6 3 6 4 -2

刑 1,074 1,166 1,313 1,278 1,257 -21
3,208 3,125 3,308 3,030 2,782 -248
423 468 551 505 554 49

1,999 1,921 1,968 1,688 1,578 -110
23,640 25,930 27,023 27,914 27,675 -239
3,148 3,362 3,537 3,733 3,938 205
105 99 102 104 125 21

法 698 457 602 573 838 265
136 138 127 304 154 -150
102 135 144 127 146 19
556 536 606 564 488 -76

うち競売等妨害 40 22 10 17 12 -5
57 45 68 54 43 -11
3 11 9 3 4 1

犯 205 181 168 146 126 -20
52 53 51 57 44 -13
876 966 965 849 960 111
70 49 43 30 13 -17

1,858 1,726 1,429 1,324 1,218 -106
38,944 41,077 42,743 43,002 42,600 -402

49 93 93 82 134 52
287 245 338 335 257 -78
9 6 3 10 7 -3

190 310 239 196 177 -19
特 18 17 8 11 7 -4

41 42 35 30 29 -1
26 13 34 18 21 3
19 13 12 16 23 7
1 0 0 0 2 2

274 282 393 508 416 -92
131 128 150 155 120 -35
604 945 352 299 514 215

別 173 125 159 179 128 -51
155 98 116 161 145 -16
131 89 100 171 150 -21
3 2 2 2 1 -1
17 21 23 11 18 7
783 653 745 580 578 -2
26 19 15 17 15 -2
377 435 393 347 344 -3

法 0 3 2 2 2 0
855 946 1,196 1,121 1,354 233

7,341 9,539 9,192 9,156 8,406 -750
209 192 239 211 181 -30
134 142 208 179 134 -45
3 7 9 14 7 -7
36 20 37 16 25 9
2 0 2 0 1 1

犯 5 9 6 6 11 5
5 5 5 13 9 -4
31 50 54 50 202 152
426 682 654 626 594 -32

12,361 15,131 14,814 14,522 14,012 -510
51,305 56,208 57,557 57,524 56,612 -912

- 9 -

前年比
                    年次
罪種名

平成１６年平成１７年平成１８年平成１９年平成２０年

横 領

殺 人
強 盗
放 火
強 姦
凶 器 準 備 集 合
暴 行
傷 害
脅 迫
恐 喝
窃 盗
詐 欺

刑 法 犯 合 計

文 書 偽 造
賭 博
わ い せ つ 物 頒 布 等
公 務 執 行 妨 害

犯 人 蔵 匿
証 人 威 迫
逮 捕 監 禁
信用毀損・威力業務妨害

器 物 損 壊
暴 力 行 為
そ の 他 刑 法 犯

売 春 防 止 法

出入国管理・難民認定法

軽 犯 罪 法
め い て い 者 規 制 法
迷 惑 防 止 条 例
暴 力 団 対 策 法
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